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函館市企業局水道料金等徴収業務委託に係るプロポーザル実施要綱 

  

 （趣旨） 

第１条 この要綱は，函館市企業局水道料金等徴収業務（以下「本業務」

 という。）の委託にあたり，最適提案者の選定に係るプロポーザルの実

 施について，必要な事項を定めるものとする。 

  

 （本業務の範囲） 

第２条 本業務の範囲は，次のとおりとする。 

 （1）受付・検針等業務 

  ア 受付業務 

  イ 定期検針業務 

  ウ 清算検針業務 

  エ 再検針調査業務 

  オ 調定業務 

  カ 量水器管理業務 

  キ 上下水道情報入力等業務 

 （2）収納・滞納整理業務 

  ア 口座振替業務 

  イ 納入通知業務 

  ウ 収納業務 

  エ 滞納整理業務 

  オ 給水停止業務 

 （3）前各号に掲げる業務に附帯する業務 

（4）業務提案事項の業務 

  

 （プロポーザルの目的） 

第３条 本業務の委託に係る最適提案者の選定にあたっては，安定的な業

務運用を確保するとともに，お客さまサービスの向上，業務の効率化およ

び収納率の向上等を図るため，本業務を履行できる能力を有する者の中か

ら，資力，業務遂行能力，技術的能力等に優れた者を選定するため実施す

るものとする。 
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 （プロポーザル方式の実施形式） 

第４条 公募型プロポーザル方式とする。 

 

 （参加募集） 

第５条  プロポーザルへの参加募集は，函館市企業局公告式規程（平成23

 年函館市企業局規程第９号）に規定する掲示場への掲示および函館市ホ

 ームページへの掲載をすることをもって公告する。 

  

 （最適提案者の選定） 

第６条 最適提案者の選定については，選定審査委員会を設置し行うもの

とする。 

２ 選定審査委員会の運営等については，別に定める。 

  

 （最適提案者の選定に係る基準） 

第７条 前条第１項に規定する選定の基準については，別に定める。 

  

 （補則） 

第８条 この要綱に定めるもののほか，プロポーザルの実施に関し必要な

 事項は，別に定める。 

    

   附 則 

 この要綱は，平成２７年８月７日から施行する。 

 この要綱は，令和７年５月２７日から施行する。 

 


